
平成 30 年北海道胆振東部地震の災害廃棄物処理に係るアンケート調査結果

（2020 年 11 月 12 日時点）

平成 30 年北海道胆振東部地震により生じた災害廃棄物処理に係る知見・教訓等を今後の災害対

策の検討に資するため記録誌として取りまとめるため、各自治体の対応等を参考とするため、ア

ンケート調査を実施した。

対象とした自治体は、①被災自治体、②支援自治体、③道庁の区分とし、それぞれ調査票を作

成し調査した。

本資料では、①～③のアンケート結果について報告する。

○調査期間：2020 年 9月 1 日（火）～2020 年 9月 25 日（金）…一次締切

2020 年 10 月 26 日（月）…二次締切

○調査方法：メールにて調査票を配布、メールにて回答受領

○調査対象：

①被災自治体…札幌市、江別市、北広島市、厚真町、安平町、むかわ町、日高町

②支援自治体…苫小牧市、岩見沢市、登別市

③道庁

○調査票：別紙参照

添付資料



１．被災自治体

問１ 平成 30年北海道胆振東部地震の被害状況について

農林関係の被害

区分 自治体 被害数 被害額

農業関係 厚真町 94箇所、154.7ha

69箇所

183戸

8箇所

1箇所

1箇所

18.2km

安平町 215件 5.2億円

8箇所 2.6億円

林野関係 厚真町 3路線 458億円

安平町 114箇所、139ha

農地

農業用施設

農業機械・施設

共同利用施設

国営勇払東部地区かんがい排水事業 厚真ダム頭
首工

国営勇払東部地区かんがい排水事業 厚真ダム揚
水機

国営勇払東部地区かんがい排水事業 厚真ダム導
水路

畜舎、格納庫、ビニールハウス等

畑地かんがい用パイプライン

林道

森林被害

110億円

主な被害

ライフラインの被害

区分 自治体 被害数

電気 札幌市

江別市

厚真町 全域停電

安平町 3,593戸

水道 札幌市

江別市
断水：約23,500世帯、

約51,000人
厚真町 1,941戸

安平町 3,593戸

下水道 札幌市

江別市 11箇所

ガス

通信 札幌市

江別市
厚真町 91戸

道路 札幌市

江別市 4件

厚真町

安平町
21路線
6路線

鉄道 札幌市

厚真町

河川 厚真町

全線運休

運行休止期間

被害状況・復旧経緯

不通期間
通行止め27件、通行規制7件

上江別西町、元江別、大麻、条丁目

規制期間

町道：通行止め、片側通行

日高幌内川 大規模河道閉塞

市内全域停電

市内全域停電

停電期間 9/6～9/8

全世帯停電（断線、電柱倒壊）、完全復旧 9/18

一部地域で断水（最大15,941件）

上江別浄水場排水区域断水
集合住宅等における断水（停電により汲上ポンプ停止）
断水期間
全世帯断水（本館損傷等）、断水解消 9/29

一部管路破損（管路延長12.9km）

マンホール周囲の路面陥没・沈下等

一部エリアで通信不可

固定電話一部不通

一般廃棄物処理施設の被害

自治体 施設名

札幌市 発寒破砕工場

駒岡清掃工場
発寒清掃工場

白石清掃工場

ごみ資源化工場

江別市
江別市環境クリーンセン
ター
江別市一般廃棄物最終
処分場

江別市リサイクルセンター

北広島市 資源リサイクルセンター

厚真町
安平・厚真行政事務組合
じん芥処理場

安平町 厚真・安平行政事務組合

むかわ町

日高町

・9月6日浸出水処理施設運転停止、8日運転再開

・9月6日運転停止、9月10日運転再開

・2階廊下の天井板が沈下し傾いた。調査した結果、建設時の施工不良と認めら

安平町参照

処理場までの道路が土砂崩れにより寸断。10月22日より通行可

・計量所屋外天井照明破損
・工場棟東側屋上パラペット笠木破損
・灰処理施設冷却フード等破損

・建屋オーバースライダー破損

・進入路ランプウェイ張出し梁モルタルはく離
・停電による緊急停止に伴う人件費、燃料費、保守経費の増加

被害状況・復旧経緯

・ステージ天井ヒーター一部破損



問２ 一般廃棄物処理体制について

問２－１ 発災後の生活ごみ等の収集運搬体制（人員・パッカー車等）はどのように対応したか、

以下の①～④より選択してください。④のその他を選択した場合、どのような対応をし

たのか内容を右に記載してください。

①平時と同様に全て自前で対応（委託・許可業者を含む）

②貴自治体から他自治体等に応援を要請

③貴自治体から道を通じて応援を要請

④その他

問２－２ 生活ごみについて平時の対応と変更した点があればご回答ください（複数回答可）

①生活ごみは平時と同様に対応した

②生活ごみの収集を一時休止した

③生活ごみの収集頻度を一時的に少なくした

④生活ごみの分別区分を一時的に簡素化した

⑤その他

問２－３ 仮設トイレの設置状況（複数回答可）

①設置していない

②自前で所持（備蓄）

③他自治体

④リース業者

⑤把握できていない

⑥その他

自治体 生活ごみ 避難所ごみ 片付けごみ し尿 備考

札幌市 ① ① ① ①

江別市 ① ① ① ①

北広島市 ① ① ① ①

厚真町 ① ① ③ ③

安平町 ① ②

むかわ町

日高町

自治体 ① ② ③ ④ ⑤ 備考

札幌市 ○

江別市 ○

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町



問２－４ 仮設トイレ設置数はどのようにして決めたか

①設置していない

②避難者数から必要基数を算出し設置した

③避難所施設の簡易トイレ等の備蓄状況を確認し設置した

④その他

問２－５ し尿発生量の算出

①算出した

②算出していない

問２－６ し尿発生量の推計方法

自治体 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 備考

札幌市 ○ 32基

江別市 ○

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町

自治体 ① ② ③ ④ 備考

札幌市 ○ 清田区対策本部からの要請数

江別市 ○ 不明

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町

自治体 ① ②

札幌市 ○

江別市 ○

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町

自治体 回答

札幌市 37単位（999L）

江別市

北広島市

厚真町

安平町

むかわ町

日高町



問３ 災害廃棄物関連業務の体制について

問３－１ 平時において廃棄物行政に携わっている職員数

問３－２ 問３－１（平時の職員数）のうち、平時から検討されている災害時の災害廃棄物担当

の職員数

問３－３ 発災後の災害廃棄物処理担当の体制と役割

問３－４ 災害廃棄物処理を進めるにあたって、災害対策本部や他の部局と連携を要した内容や

連携を図る際に生じた課題

自治体 回答（人）

札幌市 193

江別市 22

北広島市 7

厚真町 2

安平町 3

むかわ町

日高町

自治体 回答（人）

札幌市 193

江別市 22

北広島市

厚真町 1

安平町 1

むかわ町

日高町

自治体 係名 人数（人）

札幌市 環境庶務班 33

清掃班 54

がれき処理班 16

施設班 77

トイレ対策班 13

江別市 総務 7
収集・運搬 5
し尿・浄化槽 3

廃棄物処理 7

北広島市

厚真町 総務 4

現場 2

受付 2

安平町 1

むかわ町

日高町

被災・被害状況の把握・報告、支援要請等、仮置場の設置、廃棄物処理体制
の確立

巡回、監視、現場確認等

相談、被災家屋解体申請受付
全て

役割

総合調整

収集運搬

家屋解体、仮置場

施設管理、受入計画

し尿処理、仮設トイレ

災害廃棄物の処理進行管理
ごみ・資源物の収集・運搬
し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬
ごみ・資源物の処理

自治体 連携先

札幌市 都市局（建築部）

江別市

北広島市

厚真町 災害対策本部

安平町

むかわ町

日高町

連携内容や生じた課題

災害ゴミに関する周知、設置場所等

被災家屋の公費撤去の発注・施工管理
あらかじめ取り決めがなかったため、都市局での対応の是非について調整が必
要となった。



問３－５ 応援職員の要請

①応援職員を要請した

②応援職員を要請しなかった

問３－６ 災害廃棄物処理担当課への内部（庁内他部局）からの応援職員の受入実績（臨時採用

職員を含む）

※回答なし

問３－７ 災害廃棄物処理担当課への外部（他自治体、環境省等）からの応援職員の受入実績

問３－８ 害廃棄物処理に関する民間事業者（委託業者）への委託内容（複数回答可）

①道路啓開がれきの撤去

②仮置場の運営管理

③廃棄物数量把握のための測量業務

④被災家屋のがれき撤去

⑤災害廃棄物の中間処理（焼却、再資源化等）

⑥災害廃棄物の最終処分

⑦災害廃棄物処理実行計画の策定

⑧その他

自治体 ① ②

札幌市 ○

江別市 ○

北広島市

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町

自治体 派遣元 人数（人） 期間 職種

札幌市 熊本市 1 1週間 技術系職員

江別市

北広島市

厚真町 北海道環境生活部 2 3ヶ月 事務系職員

安平町 北海道 2

北海道 2

むかわ町

日高町

損壊家屋等撤去支援事業

従事業務／支援業務

家屋解体・補助金等に関する助言

廃棄物処理体制の確立、助言、国補助金申請、災
害査定対応

災害等廃棄物事業報告書策債業務

自治体 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 備考

札幌市 ○ ○

江別市 ○ ○

北広島市 ○ ○ ○ ○

厚真町 ○ ○ ○ ○ ○

安平町 ○ ○ ○ ○ ○

むかわ町

日高町



問３－９ 災害廃棄物に関する災害協定に基づき、協定締結先へ支援を要請したか

①協定締結先へ支援を要請した

②協定締結先へ支援を要請しなかった

問３－１０ 要請した協定内容

問３－１１ 災害廃棄物処理に関して、自衛隊・警察・消防と連携を行って対応した事項

①道路啓開に関すること

②被災家屋のがれき撤去に関すること

③仮置場の確保・開設に関すること

④思い出の品等に関すること

⑤片付けごみの撤去に関すること

⑥その他

問３－１２ 災害廃棄物処理に関するボランティアの受入について

①行った

②行わなかった

自治体 ① ②

札幌市 ○

江別市 ○

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町

むかわ町

日高町

自治体 協定先 協定名称 要請内容

札幌市

江別市

北広島市

厚真町 苫小牧市 災害協定 災害ごみの受入

安平町

むかわ町

日高町

自治体 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 備考

札幌市

江別市

北広島市

厚真町 ○ ○

安平町

むかわ町

日高町



問３－１３ 災害廃棄物処理に関するボランティアの作業内容

①仮置場での分別作業

②片付けごみの撤去に関する作業

③思い出の品の回収作業

④その他

自治体 ① ②

札幌市 ○

江別市 ○

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町

自治体 ① ② ③ ④ 備考

札幌市

江別市

北広島市 ○

厚真町 ○ ○

安平町 ○ ○

むかわ町

日高町



問４ 災害廃棄物発生量について

問４－１ 災害廃棄物発生量の推計値（第一報）及びその推計方法

①災害対策本部等で集計された具体的な被災棟数に原単位を乗じて推計

②現地調査・ヒアリング等から大よその被災棟数を想定し、原単位を乗じて推計

③衛星画像、航空写真などから被災範囲を想定し、原単位を乗じて推計

④その他

問４－２ その後の発生量見直しの時期・変更後の値

問４－３ 問４－２における発生量見直しの方法

①被災棟数や家屋の解体棟数の更新に伴って見直し

②衛星画像、航空写真等の更新情報を基に見直し

③仮置場の搬入量から見直し

④その他

自治体 ① ② ③ ④ 備考

札幌市 ○
り災証明実績および見込
みに原単位を乗じて推計
ほか

江別市 ○

北広島市

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町

推計値（t） 推計時期

66,485 発災から約3か月後

234

5,884 発災後2週間以内

見直した年・月 変更後の値（t）

札幌市

江別市 平成30年12月 204

北広島市

厚真町

安平町

むかわ町

日高町

1回目
自治体

自治体 ① ② ③ ④ 備考

札幌市

江別市 ○ 公費解体により発生した量にて算出

北広島市

厚真町

安平町 ○ ○

むかわ町

日高町



問４－４ 災害廃棄物の処理完了（見込み）時期

自治体 回答

札幌市 令和2年3月31日

江別市 平成30年12月

北広島市

厚真町 令和2年3月31日

安平町 令和2年3月25日

むかわ町

日高町



問５ 仮置場について

問５－１ 仮置場の設置について、各検討等を行った時期

問５－２ 貴自治体での仮置場区分の名称および役割（住民用の集積所、一次仮置場、二次仮置

場等の使い分け）

問５－３ 仮置場の設置状況等について

自治体 候補地の選定開始
整備に関する発注準備

開始
現場管理に関する発注

準備開始
被災現場からの撤去完了 備考

札幌市 仮置場の設置なし

江別市 仮置場の設置なし

北広島市 平成30年12月28日 平成31年1月8日 平成31年1月17日 令和1年8月30日

厚真町 平成30年9月7日 平成30年9月11日 平成30年9月11日 平成30年12月21日

安平町 平成30年9月6日 平成30年9月8日

むかわ町

日高町

自治体 名称

札幌市

江別市 一時集積場所

一次仮置場

二次仮置場

北広島市 発生材分別作業場

厚真町 一次集積所

二次仮置場

安平町

むかわ町

日高町

役割

被災した市民が、自ら災害廃棄物を持ち込むことができる搬入場所。

一時集積場所や発災現場等から災害廃棄物を、一次仮置場で区分して集積し
た後、分別する。

一次仮置場から運ばれてきた災害廃棄物を選別・保管し、必要に応じて再資源
化や焼却、最終処分（埋立）のための中間処理（破砕施設等）を行う。

被災家屋の解体材一時集積、分別を行う場所

住民の片付けごみなどを一時的に集積する場所

中間処理に先立っての分別や保管を行う場所

開始 終了

札幌市

江別市

北広島市
北広島市クリーンセン
ター

北広島市輪厚７２３番地外 市有地 0.650 委託業者 発生材分別作業場
①不燃物②金属くず③木
くず④畳⑤危険物⑥家具
⑦瓦礫

令和2年2月1日 令和2年8月25日

厚真町 幌内マナビィハウス 厚真町字幌内６０１番地の７ 町有地

旧富里生活館 町有地

高丘生活館 厚真町字高丘３５３番地の２ 町有地

東和生活館 厚真町字東和１１８番地の２ 町有地 0.006

本郷公園 町有地 0.029

宇隆生活館 厚真町字宇隆５９３番地の１ 町有地 0.007

美里生活館 厚真町字美里１３４番地 町有地 0.014

ルーラル公園 町有地 0.008

フォーラム公園 町有地 0.018

豊沢マナビィハウス 厚真町字豊沢４７２番地の１ 町有地 0.018

上野生活館 厚真町字上野２７９番地の３ 町有地 0.022

豊川生活館 厚真町字豊川３３９番地の５ 町有地 0.009

共栄生活館 厚真町字共栄２２５番地の１ 町有地 0.021

富野生活館 厚真町字富野４５４番地の１ 町有地 0.026

共和生活館 厚真町字共和３１４番地の９ 町有地 0.018

厚和生活館 厚真町字１１４番地の２ 町有地 0.009

鯉沼生活館 厚真町字鯉沼６３番地の５ 町有地 0.062

浜厚真生活館 厚真町字浜厚真１３２番地の２ 町有地 0.003

旧軽舞小学校 駐車場 町有地 0.014

豊丘マナビィハウス 厚真町字豊丘２６４番地の４ 町有地 0.011

鹿沼マナビィハウス 厚真町字鹿沼２１７番地の４ 町有地 0.119

幌里生活館 厚真町字幌里２１６番地の２ 町有地

新町町民広場
パークゴルフ場

厚真町新町１１６番地の２ 町有地 1.454

上厚真サテライトオフィ
ス

厚真町字上厚真１８番地の１ 町有地

安平町 大師ヶ丘公園 安平町早来栄町１６４番地４ 町有地 0.930

むかわ町

日高町

所在地仮置場の名称自治体
運営期間

分別区分仮置場区分現場管理者面積（ha）所有区分

令和2年12月21日令和2年9月11日

①混合ごみ（可燃を含
む）②木くず③家具④家
具（ガラス付）⑤ガラスく
ず⑥廃プラスチック類⑦
がれき類⑧金属くず⑨冷
蔵庫⑩テレビ⑪洗濯機⑫
小型家電

新町町民広場パークゴル
フ場／上厚真サテライト
オフィス

(株)丸博野沢
組



問５－４ 設置された仮置場の把握について

①廃棄物担当課内で全て開設状況を把握していた

②廃棄物担当課が把握していない仮置場があった（自治会長による自主開設、住民に

よる勝手仮置場など）

③その他

問５－５ 廃棄物担当課が開設を把握していない仮置場への対応

①設置を容認した（担当課から技術的な指導を実施）

②設置を容認した（状況把握のみ）

③持込・集積を中止させた（閉鎖指示）

④その他

※回答なし

自治体 ① ② ③ 備考

札幌市

江別市 ○ ○ 仮置場は設置していない

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町



問６ 災害廃棄物処理計画および災害廃棄物処理実行計画について

問６－１ 発災前の災害廃棄物処理計画の策定状況

①策定済み(公表）

②策定済み（非公表）

③未策定

問６－２ 今回の経験から得られた災害廃棄物処理計画を策定する際の重要項目・留意事項は何

か。

問６－３ 発災後、災害廃棄物を処理するための実行計画を作成したか。

①作成した（公表）

②作成した（非公表）

③作成していない

自治体 ① ② ③ 備考

札幌市 ○ 発災当時は未策定

江別市 ○

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町

自治体

札幌市

江別市

北広島市

厚真町

安平町

むかわ町

日高町

回答

安定的な仮置場の確保のため、民間業者と災害時における仮置場の設置（提供）に向けた協定を結
ぶ必要がある。

発災後に仮置場を探すのは困難なため、事前に仮置場をリスト化しておくことが重要である。

自治体 ① ② ③

札幌市 ○

江別市 ○

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○

むかわ町

日高町



問６－４ 今回の経験から得られた災害廃棄物処理実行計画を作成する際の重要項目・留意事項

は何か。

※回答なし

問６－５ 問６－３における災害廃棄物処理実行計画の作成時期及び改訂について

問６－６ 処理計画（発災前）と実行計画（発災後）の共通する項目で方針を変更した点があれ

ば、ご回答ください。

※回答なし

自治体 回数 年・月・日 主な変更点

札幌市

江別市

北広島市

厚真町

安平町 1 平成30年12月

むかわ町

日高町



問７ 損壊家屋の撤去について

問７－１ 被災家屋の撤去はどの部局が主体となり進めたか

①廃棄物部局

②建設系部局

③総務系部局

④その他

問７－２ 被災家屋を撤去、処理する際に苦労した点があればご回答ください。

自治体 ① ② ③ ④ 備考

札幌市 ○

江別市 ○

北広島市 ○

厚真町 ○

安平町 ○ ○

むかわ町

日高町

自治体

札幌市

江別市

北広島市

厚真町

安平町

むかわ町

日高町

回答

被災家屋が隣の住宅と密接しており、撤去作業においては、最新の注意が必要であった。

本町では、処理施設がないため、また近隣町も被災したため、苫小牧市や北海道のご協力なしで
は、対応しきれなかった。

被災家屋等解体・撤去管理業務、被災家屋等解体・撤去現場調査業務を一般社団法人日本
補償コンサルタント復興支援協会と委託契約及び、解体工事に伴う施行業者選定を安平町建設
協会と結んだため、特に苦労と感じた点はありません。



問８ 農業被害について

問８－１ 農業被害により発生した廃棄物（農業用ビニールハウス、稲わら等）はどの部局が主

体となり進めたか

①農業被害はあまり発生しなかった

②廃棄物部局

③農林系部局

④その他

問８－２ 農業被害により発生した廃棄物を撤去、処理する際に苦労した点があればご回答くだ

さい。

※回答なし

自治体 ① ② ③ ④ 備考

札幌市 ○

江別市 ○

北広島市

厚真町 ○

安平町 ○ ○
発注工事単位で処理し
た。個人農家について
は、農家各々で処理

むかわ町

日高町



２．支援自治体

問１ 平時の備え

問１－１ 平時より支援を想定した準備をしていますか

①している

②していない

問１－２ 平時より準備している内容を教えてください

自治体 ① ②

苫小牧市 ○

岩見沢市 ○

登別市 ○

自治体

苫小牧市

岩見沢市

登別市

回答

各種協定（行政機関、民間）

直営収集での災害廃棄物回収



問２ 発災後～支援まで

問２－１ 発災時点で支援について検討しましたか

①検討した

②検討しなかった

問２－２ 検討した内容や情報収集した内容を教えてください

※回答なし

問２－３ 支援要請はありましたか

①支援の要請があった

②支援の要請はなかった

③その他

問２－４ 支援要請の内容について具体的に教えてください

自治体 ① ②

苫小牧市 ○

岩見沢市 ○

登別市 ○

自治体 ① ② ③ 備考

苫小牧市 ○

岩見沢市 ○

登別市 ○

自治体 要請時期 要請元 支援先 期間 要請された業務内容 支援規模 備考

苫小牧市 平成30年9月14日 環境省、道
安平・厚真・むか
わ町

年度内
災害廃棄物の受
け入れ

平成30年10月25日 安平町 安平町 年内
仮置場からの収
集・処理

3人
収集車1台、トラッ
ク1台

岩見沢市 令和2年9月19日
北海道環境生活
部環境局循環型
社会推進課

日高町 9/23～9/30
災害廃棄物の受
け入れ

むかわ町と合わせ
て上限90ｔ

令和2年9月19日
北海道環境生活
部環境局循環型
社会推進課

むかわ町 9/23～9/30
災害廃棄物の受
け入れ

日高町と合わせて
上限90ｔ

登別市 平成30年9月11日 北海道 クリンクルセンター H30.10～H31.3 可燃ごみの処理 550ｔ 焼却のみ

H30.10頃 北海道 クリンクルセンター H30.10～H31.2
不燃・粗大ごみの
処理

135ｔ 実際の搬入無し



問２－５ 支援を決定するまでに調整したことや、必要となった準備、手続き等がありましたら

教えてください

問２－６ 実際に支援を行った内容について具体的に教えてください

問２－７ 支援する根拠となった協定がありましたらご回答ください。

※回答なし

自治体

苫小牧市

岩見沢市

登別市

回答

・処理可能量については運転管理を委託している業者と行い決定した。
・災害廃棄物の収集は北海道が調整した。

・ごみ処理施設との受け入れ量の調整。運搬業者との運搬スケジュールの調
整、運搬車両の確認。
・区域外移動手続きの確認。

・災害廃棄物の受け入れ可能量の確認（本市一般廃棄物処理基本計画におけ
るごみ処理量との整合性）
・広域処理（厚真・安平）以外のむかわ町の受入れについての政策判断
・災害廃棄物収集時の職員体制

自治体 支援先 期間 支援した業務内容 実施数量

苫小牧市 むかわ町 Ｈ30.9.18～Ｈ30.10.13
災害廃棄物（可燃）の受
け入れ

299.34ｔ

厚真町 Ｈ30.9.7～Ｈ30.11.30
災害廃棄物（可燃・不
燃・大型）の受け入れ

397.92ｔ

安平町 Ｈ30.9.7～Ｈ31.1.8
災害廃棄物（可燃・不
燃・大型）の受け入れ

618.70ｔ

安平町 Ｈ30.10.19～Ｈ30.11.26
安平町仮置場（可燃・不
燃・大型）からの回収

97.5ｔ

岩見沢市 むかわ町 9/27，10/6 可燃物処理 13.26ｔ

日高町 10/13，10/15，10/17 可燃物処理 12.79ｔ

登別市 日高町 H30.10.15～H30.12.28
受注者は可燃ごみを焼
却し、残渣等は発注者へ
引渡し

受入量9880kg
残渣量960kg
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ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示



問
２

一
般

廃
棄

物
処

理
体

制
に
つ
い
て

問
２
－

１
発

災
後

の
生

活
ご
み

等
の

収
集

運
搬

体
制

（
人

員
・
パ

ッ
カ
ー
車

等
）
は

ど
の

よ
う
に
対

応
し
た
か

、
以

下
の

①
～

④
よ
り

選
択

し
て
く
だ
さ
い
。
④

の
そ
の

他
を
選

択
し
た
場

合
、
ど
の

よ
う
な
対

応
を
し
た
の

か
内

容
を
右

に
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

①
平

時
と
同

様
に
全

て
自

前
で
対

応
（
委

託
・
許

可
業

者
を
含

む
）

②
貴

自
治

体
か

ら
他

自
治

体
等

に
応

援
を
要

請
③

貴
自

治
体

か
ら
道

を
通

じ
て
応

援
を
要

請
④

そ
の

他

生
活

ご
み

→
④

の
内

容

避
難

所
ご
み

→
④

の
内

容

片
付

け
ご
み

→
④

の
内

容

し
尿

→
④

の
内

容

問
２
－

２
生

活
ご
み

に
つ
い
て
平

時
の

対
応

と
変

更
し
た
点

が
あ
れ

ば
ご
回

答
く
だ
さ
い
（
複

数
回

答
可

）

問
２
－

３
仮

設
ト
イ
レ
の

設
置

状
況

（
複

数
回

答
可

）

→
基

→
基

→
基

問
２
－

４
仮

設
ト
イ
レ
設

置
数

は
ど
の

よ
う
に
し
て
決

め
た
か

問
２
－

５
し
尿

発
生

量
の

算
出

→
「
算

出
し
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

２
－

６
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
２
－

６
（
問

２
－

５
で
「
算

出
し
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

し
尿

発
生

量
の

推
計

方
法

（
例

）
想

定
さ
れ

る
避

難
者

数
に
原

単
位

を
乗

じ
た
値

と
平

時
か

ら
の

収
集

量
を
足

し
合

わ
せ

て
算

出
し
た

問
３

災
害

廃
棄

物
関

連
業

務
の

体
制

に
つ
い
て

問
３
－

１
平

時
に
お
い
て
廃

棄
物

行
政

に
携

わ
っ
て
い
る
職

員
数

名

問
３
－

２
問

３
－

１
（
平

時
の

職
員

数
）
の

う
ち
、
平

時
か

ら
検

討
さ
れ

て
い
る
災

害
時

の
災

害
廃

棄
物

担
当

の
職

員
数

名

問
３
－

３
発

災
後

の
災

害
廃

棄
物

処
理

担
当

の
体

制
と
役

割
（

）
係

役
割

名

（
）
係

役
割

名

（
）
係

役
割

名

生
活
ご
み
の
収
集
を
一
時
休
止

し
た

生
活
ご
み
の
分
別
区

分
を
一
時

的
に
簡
素
化

し
た

そ
の
他

生
活
ご
み
の
収
集
頻

度
を
一
時

的
に
少
な
く
し
た

リ
ー
ス
業
者

そ
の
他

自
前
で
所
持

（
備
蓄
）

他
自
治
体

算
出
し
た

算
出
し
て
い
な
い

設
置
し
て
い
な
い

把
握
で
き
て
い
な
い

生
活
ご
み
は
平
時
と
同
様
に
対

応
し
た

避
難
者
数

か
ら
必
要

基
数
を
算
出

し
設
置

し
た

避
難
所
施

設
の
簡
易
ト
イ
レ
等
の
備

蓄
状
況
を
確
認
し
設

置
し
た

設
置
し
て
い
な
い

そ
の
他

2

問
３
－

４

※
部

局
名

の
例

：
防

災
系

部
局

、
建

設
系

部
局

、
水

道
系

部
局

、
総

務
系

部
局

、
財

務
系

部
局

、
福

祉
系

部
局

等

問
３
－

５
応

援
職

員
の

要
請

問
３
－

６
災

害
廃

棄
物

処
理

担
当

課
へ

の
内

部
（
庁

内
他

部
局

）
か

ら
の

応
援

職
員

の
受

入
実

績
（
臨

時
採

用
職

員
を
含

む
）

人
数

期
間

職
種

※
派

遣
元

：
庁

内
●

●
部

●
●

課
等

期
間

：
●

か
月

間
又

は
●

週
間

な
ど

職
種

：
技

術
系

職
員

、
事

務
系

職
員

、
現

場
職

員
等

従
事

業
務

、
支

援
業

務
：
問

３
－

３
で
記

載
し
た
役

割
な
ど

問
３
－

７
災

害
廃

棄
物

処
理

担
当

課
へ

の
外

部
（
他

自
治

体
、
環

境
省

等
）
か

ら
の

応
援

職
員

の
受

入
実

績

人
数

期
間

職
種

※
派

遣
元

：
●

●
市

●
●

部
●

●
課

等
期

間
：
●

か
月

間
又

は
●

週
間

な
ど

職
種

：
技

術
系

職
員

、
事

務
系

職
員

、
現

場
職

員
等

従
事

業
務

、
支

援
業

務
：
問

３
－

３
で
記

載
し
た
役

割
な
ど

問
３
－

８
災

害
廃

棄
物

処
理

に
関

す
る
民

間
事

業
者

（
委

託
業

者
）
へ

の
委

託
内

容
（
複

数
回

答
可

）

連
携

内
容

や
生

じ
た
課

題

派
遣

元

従
事

業
務

／
支

援
業

務

災
害

廃
棄

物
処

理
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
、
災

害
対

策
本

部
や

他
の

部
局

と
連

携
を
要

し
た
内

容
や

連
携

を
図

る
際

に
生

じ
た
課

題

連
携

先

災
害

対
策

本
部

○
○

系
部

局

○
○

系
部

局

○
○

系
部

局

○
○

系
部

局

従
事

業
務

／
支

援
業

務

派
遣

元

道
路
啓

開
が
れ
き
の
撤

去

仮
置
場

の
運
営
管
理

廃
棄
物

数
量
把
握

の
た
め
の
測

量
業
務

被
災
家

屋
の
が
れ
き
撤

去

災
害

廃
棄
物
の
中

間
処
理
（
焼

却
、
再

資
源
化
等

）

災
害

廃
棄
物
の
最

終
処
分

災
害
廃

棄
物
処
理

実
行
計
画

の
策
定

そ
の
他

応
援

職
員
を
要
請

し
た

応
援

職
員
を
要
請

し
な
か
っ
た

3



問
３
－

９
災

害
廃

棄
物

に
関

す
る
災

害
協

定
に
基

づ
き
、
協

定
締

結
先

へ
支

援
を
要

請
し
た
か

→
「
要

請
し
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

３
－

１
０
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
３
－

１
０

（
問

３
－

９
で
「
要

請
し
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

要
請

し
た
協

定
内

容

問
３
－

１
１

災
害

廃
棄

物
処

理
に
関

し
て
、
自

衛
隊

・
警

察
・
消

防
と
連

携
を
行

っ
て
対

応
し
た
事

項

問
３
－

１
２

災
害

廃
棄

物
処

理
に
関

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

受
入

に
つ
い
て

→
「
行

っ
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

３
－

１
３
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
３
－

１
３

（
問

３
－

１
２
で
「
行

っ
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

災
害

廃
棄

物
処

理
に
関

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

作
業

内
容

問
４

災
害

廃
棄

物
発

生
量

に
つ
い
て

問
４
－

１
災

害
廃

棄
物

発
生

量
の

推
計

値
（
第

一
報

）
及

び
そ
の

推
計

方
法

推
計

値
（
第

一
報

）
ト
ン

推
計

時
期

（
第

一
報

）

（
例

）
発

災
後

2
週

間
以

内

問
４
－

２
そ
の

後
の

発
生

量
見

直
し
の

時
期

・
変

更
後

の
値

（
１
回

目
）

（
２
回

目
）

（
３
回

目
）

（
そ
れ

以
降

）

問
４
－

３
問

４
－

２
に
お
け
る
発

生
量

見
直

し
の

方
法

協
定

名
称

要
請

内
容

協
定

先

見
直

し
た
年

・
月

変
更

後
の

値
（
t）

道
路

啓
開
に
関
す
る
こ
と

被
災

家
屋
の
が
れ
き
撤
去
に
関

す
る
こ
と

仮
置

場
の
確
保
・
開

設
に
関
す
る
こ
と

思
い
出

の
品
等
に
関
す
る
こ
と

そ
の
他

行
っ
た

行
わ
な
か
っ
た

仮
置

場
で
の
分
別
作

業

片
付
け
ご
み
の
撤
去
に
関
す
る
作
業

思
い
出

の
品
の
回
収
作

業

そ
の
他

災
害

対
策
本
部

等
で
集
計
さ
れ
た
具

体
的
な
被
災

棟
数
に
原
単

位
を
乗
じ
て
推
計

現
地

調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
か
ら
大
よ
そ
の
被
災

棟
数
を
想

定
し
、
原
単
位
を
乗
じ
て
推
計

衛
星

画
像
、
航
空
写
真

等
か
ら
被

災
範
囲
を
想

定
し
、
原
単
位
を
乗
じ
て
推
計

そ
の
他

被
災

棟
数
や
家
屋
の
解

体
棟
数
の
更

新
に
伴
っ
て
見
直
し

衛
星

画
像
、
航
空
写
真

等
の
更
新
情

報
を
基
に
見

直
し

そ
の
他

協
定
締

結
先
へ
支
援

を
要
請
し
た

協
定
締

結
先
へ
支
援

を
要
請
し
な
か
っ
た

片
付
け
ご
み
の
撤
去
に
関
す
る
こ
と

仮
置

場
の
搬
入
量

か
ら
見
直
し

4

問
４
－

４
災

害
廃

棄
物

の
処

理
完

了
（
見

込
み

）
時

期

※
処

理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

等
の

内
容

が
分

か
る
資

料
が

あ
れ

ば
、
ご
提

供
下

さ
い
。

平
成

／
令

和
年

月
日

問
５

仮
置

場
に
つ
い
て

問
５
－

１
仮

置
場

の
設

置
に
つ
い
て
、
各

検
討

等
を
行

っ
た
時

期

（
例

）
H
3
0
.1
0
.1
4

（
例

）
現

在
も
受

入
れ

中

問
５
－

２
貴

自
治

体
で
の

仮
置

場
区

分
の

名
称

お
よ
び
役

割
（
住

民
用

の
集

積
所

、
一

次
仮

置
場

、
二

次
仮

置
場

等
の

使
い
分

け
）

（
例

）

（
例

）

問
５
－

３
仮

置
場

の
設

置
状

況
等

に
つ
い
て

※
仮

置
場

の
設

置
状

況
等

が
分

か
る
資

料
が

あ
り
ま
し
た
ら
ご
提

供
下

さ
い
。

所
有

区
分

面
積

（
h
a）

例
市

有
地

1
.5

① ② ③ ④ ⑤

※
必

要
に
応

じ
て
行

数
を
増

や
し
て
く
だ
さ
い
。

開
始

終
了

例
委

託
業

者
問

5
-
2
で
定

義
し
た
名

称
1
0
/
1
4

1
0
/
1
6

① ② ③ ④ ⑤

※
必

要
に
応

じ
て
行

数
を
増

や
し
て
く
だ
さ
い
。

問
５
－

４
設

置
さ
れ

た
仮

置
場

の
把

握
に
つ
い
て

問
５
－

５
（
問

５
－

４
で
「
把

握
し
て
い
な
い
仮

置
場

が
あ
っ
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
。
）

廃
棄

物
担

当
課

が
開

設
を
把

握
し
て
い
な
い
仮

置
場

へ
の

対
応

①
不

燃
物

②
金

属
く
ず
③

木
く
ず
④

畳
⑤

危
険

物
⑥

家
具

⑦
土

砂
混

じ
り
瓦

礫

候
補

地
の

選
定

開
始

○
○

○
公

園

運
営

期
間

現
場

管
理

者
仮

置
場

区
分

仮
置

場
の

名
称

所
在

地

現
場

管
理

に
関

す
る
発

注
準

備
開

始

整
備

に
関

す
る
発

注
準

備
開

始

名
称

役
割

被
災

現
場

か
ら
の

撤
去

完
了

住
民

用
仮

置
場

一
次

仮
置

場

住
民

の
片

付
け
ご
み

な
ど
を
一

時
的

に
集

積
す
る
場

所

中
間

処
理

に
先

立
っ
て
の

分
別

や
保

管
を
行

う
場

所

○
○

町
○

○
△

番
地

分
別

区
分

廃
棄

物
担
当
課

内
で
全
て
開
設

状
況
を
把
握

し
て
い
た

廃
棄

物
担
当
課

が
開

設
を
把
握

し
て
い
な
い
仮
置
場
が
あ
っ
た
（
自
治

会
長
に
よ
る
自

主
開
設
、
住
民
に
よ
る
勝
手
仮
置

場
な
ど
）

そ
の
他

設
置

を
容
認
し
た
（
担
当
課
か
ら
技
術
的
な
指

導
を
実
施
）

設
置

を
容
認
し
た
（
状
況
把
握

の
み
）

持
込

・
集
積
を
中

止
さ
せ
た
（
閉
鎖

指
示
）

そ
の
他

5



問
６

災
害

廃
棄

物
処

理
計

画
お
よ
び
災

害
廃

棄
物

処
理

実
行

計
画

に
つ
い
て

問
６
－

１
発

災
前

の
災

害
廃

棄
物

処
理

計
画

の
策

定
状

況

問
６
－

２
今

回
の

経
験

か
ら
得

ら
れ

た
災

害
廃

棄
物

処
理

計
画

を
策

定
す
る
際

の
重

要
項

目
・
留

意
事

項
は

何
か

。

問
６
－

３
発

災
後

、
災

害
廃

棄
物

を
処

理
す
る
た
め
の

実
行

計
画

を
作

成
し
た
か

。

問
６
－

４
（
問

６
－

３
で
「
作

成
し
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
。
）

今
回

の
経

験
か

ら
得

ら
れ

た
災

害
廃

棄
物

処
理

実
行

計
画

を
作

成
す
る
際

の
重

要
項

目
・
留

意
事

項
は

何
か

。

問
６
－

５
（
問

６
－

３
で
「
作

成
し
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
。
）

問
６
－

３
に
お
け
る
災

害
廃

棄
物

処
理

実
行

計
画

の
作

成
時

期
及

び
改

訂
に
つ
い
て

回
数

年
・
月

・
日

第
1
版

第
2
版

第
3
版

問
６
－

６
（
問

６
－

１
で
「
策

定
済

み
」
、
問

６
－

３
で
「
作

成
し
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
。
）

処
理

計
画

（
発

災
前

）
と
実

行
計

画
（
発

災
後

）
の

共
通

す
る
項

目
で
方

針
を
変

更
し
た
点

が
あ
れ

ば
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

項
目

項
目

項
目

※
必

要
に
応

じ
て
行

数
を
増

や
し
て
く
だ
さ
い
。

（
例

）
発

災
後

に
仮

置
場

を
探

す
の

は
困

難
な
た
め
、
事

前
に
仮

置
場

を
リ
ス
ト
化

し
て
お
く
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

主
な
変

更
点

－

変
更

し
た
点

（
例

）
対

象
と
す
る
災

害
廃

棄
物

の
範

囲

変
更

し
た
点

（
例

）
農

地
に
漂

着
し
た
ご
み

を
災

害
廃

棄
物

と
し
て
仮

置
場

で
受

け
入

れ
処

理
を
実

施
し
た

→
「
作

成
し
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

６
－

４
～

問
６
－

５
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ

い
。

→
「
策

定
済

み
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

６
－

２
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

変
更

し
た
点

（
例

）
処

理
量

を
正

確
に
把

握
す
る
こ
と
は

困
難

で
あ
る
た
め
、
発

災
当

初
に
精

度
良

く
推

計
を
行

う
こ
と
よ
り
も
、
実

際
の

処
理

済
み

量
等

を
反

映
し
な
が

ら
必

要
に
応

じ
て
見

直
し
作

業
を
行

う
こ
と
が

有
効

で
あ
る
。

策
定

済
み
（
公
表
）

策
定

済
み
（
非
公
表
）

未
策

定

作
成

し
た
（
公
表
）

作
成

し
た
（
非
公
表

）

作
成

し
て
い
な
い

6

問
７

損
壊

家
屋

の
撤

去
に
つ
い
て

問
７
－

１
被

災
家

屋
の

撤
去

は
ど
の

部
局

が
主

体
と
な
り
進

め
た
か

問
７
－

２
被

災
家

屋
を
撤

去
、
処

理
す
る
際

に
苦

労
し
た
点

が
あ
れ

ば
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
８

農
業

被
害

に
つ
い
て

問
８
－

１
農

業
被

害
に
よ
り
発

生
し
た
廃

棄
物

（
農

業
用

ビ
ニ
ー
ル

ハ
ウ
ス
、
稲

わ
ら
等

）
は

ど
の

部
局

が
主

体
と
な
り
進

め
た
か

問
８
－

２
農

業
被

害
に
よ
り
発

生
し
た
廃

棄
物

を
撤

去
、
処

理
す
る
際

に
苦

労
し
た
点

が
あ
れ

ば
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
９

平
成

3
0
年

北
海

道
胆

振
東

部
地

震
に
お
け
る
災

害
廃

棄
物

処
理

業
務

の
振

り
返

り
（
自

由
記

述
）

問
９
－

１
よ
か

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
対

応
で
き
た
こ
と
等

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

苦
労

し
た
点

苦
労

し
た
点

災
害

廃
棄

物
処

理
業

務
等

の
対

応
に
お
い
て
、
う
ま
く
対

応
で
き
た
こ
と
や

悩
ん
だ
こ
と
、
困

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
い
か

な
か

っ
た
こ
と
等

を
ご
記

入
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
国

や
道

等
の

支
援

者
に
対

す
る
要

望
事

項
等

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
問

１
０
－

１
～

問
１
０
－

３
の

「
（

）
に
つ
い
て
」
の

例
「
初

動
対

応
に
つ
い
て
」
、
「
廃

棄
物

処
理

に
つ
い
て
」
、
「
関

係
部

局
と
の

連
携

に
つ
い
て
」
、
「
国

や
道

か
ら
の

助
言

・
支

援
に
つ
い
て
」
、
「
支

援
者

の
受

入
れ

に
つ
い
て
」
、
「
被

災
家

屋
の

撤
去

に
つ
い
て
」
、
「
仮

置
場

の
設

置
に
つ
い

て
」
、
「
補

助
金

申
請

に
つ
い
て
」
な
ど

建
設

系
部
局

総
務

系
部
局

廃
棄

物
部
局

そ
の
他

農
林
系
部

局

廃
棄
物
部

局

そ
の
他

農
業

被
害
は
あ
ま
り
発
生
し
な
か
っ
た

7



問
９
－

２
悩

ん
だ
こ
と
、
困

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
い
か

な
か

っ
た
こ
と
等

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

問
９
－

３
国

や
道

等
の

支
援

者
に
対

す
る
要

望
事

項
等

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

※
必

要
に
応

じ
て
行

数
を
増

や
し
て
い
た
だ
い
て
か

ま
い
ま
せ

ん
。

質
問

は
以

上
で
す
。

ご
協

力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

8



自
治
体
名

御
担
当
部
署

御
担
当
者
様
氏
名

役
職

連
絡
先
電
話
番
号

ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄﾞ
ﾚ
ｽ

②
支
援
自
治
体
用

本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
環
境
省
北
海
道
地
方
環
境
事
務
所
よ
り
受
注
し
て

応
用
地
質
株
式
会
社
が
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
・
御
回
答
送
信
先
：

応
用
地
質
株
式
会
社

地
球
環
境
事
業
部

担
当
：

亀
井
・
佐
々
木

電
話
番
号
：
０
２
９
－
８
５
１
－
６
９
４
６
、
０
８
０
－
６
８
４
２
－
５
４
９
９
（
亀
井
）

０
１
１
－
２
０
０
－
９
５
２
２
（
佐
々
木
）

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：
ka
m
e
i-
c
h
ia
ki
@
o
yo
n
e
t.
o
yo
.c
o
.jp
（
亀
井
）

sa
sa
ki
-
to
m
o
ko
@
o
yo
n
e
t.
o
yo
.c
o
.jp
（
佐
々
木
）

（
本
件

に
係

る
環
境
省

の
お
問
い
合
わ
せ
先

）
：

環
境
省

北
海
道
地

方
環
境
事

務
所

資
源
循
環
課

担
当
：

伊
東

電
話
番
号
：

０
１
１
－
２
９
９
－
３
７
３
８

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：
C
H
IH
A
R
U
_I
T
O
@
e
n
v.
go
.jp

平
成

3
0
年

北
海

道
胆

振
東

部
地

震
の
災

害
廃

棄
物

処
理

に
係

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査

平
成

3
0
年
北

海
道

胆
振

東
部

地
震
に

よ
り

生
じ

た
災

害
廃

棄
物

処
理

に
係

る
知

見
・

教
訓

等
を

今
後
の

災
害
対

策
の

検
討

に
資

す
る

た
め

記
録
誌

と
し

て
取

り
ま

と
め

る
た

め
、

貴
自

治
体

で
の

対
応

等
を

参
考
と

さ
せ
て

い
た

だ
き

た
く

、
本

ア
ン

ケ
ー
ト

に
御

協
力

頂
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

皆
さ

ま
に

お
か

れ
ま

し
て

は
、

平
成
3
0
年

度
及

び
令

和
元

年
度

に
も

ご
協

力
い

た
だ

い
て

お
り

、
繰
り

返
し
の

お
願

い
と

な
り

、
大

変
申

し
訳
あ

り
ま

せ
ん

。
よ

り
具

体
的

な
情

報
を

収
集

さ
せ

て
い

た
だ

く
こ
と

で
、

今
後

起
こ

り
得

る
災

害
へ

の
備
え

と
な

る
よ

う
な

、
わ

か
り

や
す

い
記

録
誌

と
な

る
よ

う
、

尽
力
い

た
し
ま

す
。

お
忙

し
い
と

こ
ろ

恐
れ

い
り

ま
す
が

、
回

答
は

９
月

２
５

日
（

金
）

ま
で

に
、

メ
ー

ル
添

付
で

返
信

く
だ

さ
い

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す
。

 
 

災
害

廃
棄

物
処

理
に

関
す

る
質

問
事

項
に

つ
い

て
、

具
体

的
内

容
を

記
載

又
は

、
該

当
す

る
項

目
に

☑
チ
ェ
ッ
ク
し
て
ご
回

答
下

さ
い
。

以
下

の
内

容
に
関

す
る
資

料
を
お
持

ち
で
し
た
ら
ご
提

供
下

さ
い
。
資

料
を
ご
提

供
頂

け
ま
し
た
ら
記

載
欄

を
設

け
て
い
る
項

目
に
つ

い
て
は

ご
記

入
は

不
要

で
す
。

問
１

平
時

の
備

え

問
１
－

１
平

時
よ
り
支

援
を
想

定
し
た
準

備
を
し
て
い
ま
す
か

→
「
し
て
い
る
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

１
－

２
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
１
－

２
（
問

１
－

１
で
「
し
て
い
る
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

平
時

よ
り
準

備
し
て
い
る
内

容
を
教

え
て
く
だ
さ
い

問
２

発
災

後
～

支
援

ま
で

問
２
－

１
発

災
時

点
で
支

援
に
つ
い
て
検

討
し
ま
し
た
か

→
「
検

討
し
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

２
－

２
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
２
－

２
（
問

２
－

１
で
「
検

討
し
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

検
討

し
た
内

容
や

情
報

収
集

し
た
内

容
を
教

え
て
く
だ
さ
い

問
２
－

３
支

援
要

請
は

あ
り
ま
し
た
か

→
「
支

援
の

要
請

が
あ
っ
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

２
－

４
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
２
－

４
（
問

２
－

３
で
「
支

援
の

要
請

が
あ
っ
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

支
援

要
請

の
内

容
に
つ
い
て
具

体
的

に
教

え
て
く
だ
さ
い

要
請

時
期

要
請

元
支

援
先

期
間

支
援

規
模

備
考

※
要

請
元

：
環

境
省

、
道

、
全

都
清

等
要

請
さ
れ

た
業

務
内

容
：
町

内
の

片
付

け
ご
み

収
集

、
し
尿

収
集

等

支
援

規
模

：
●

人
、
収

集
車

●
台

等

問
２
－

５
支

援
を
決

定
す
る
ま
で
に
調

整
し
た
こ
と
や

、
必

要
と
な
っ
た
準

備
、
手

続
き
等

が
あ
り
ま
し
た
ら
教

え
て
く
だ
さ
い

要
請

さ
れ

た
業

務
内

容

＜
ご
提

供
依

頼
資

料
一
覧

＞

・支
援

に
関
す
る
資
料

（写
真
、
数

量
表
等

）

・支
援

協
定

に
関
す
る
資
料

（協
定
内

容
等

が
わ

か
る
資
料

）

し
て
い
な
い

し
て
い
る

検
討
し
な
か
っ
た

検
討
し
た

支
援
の
要
請

は
な
か
っ
た

支
援
の
要
請

が
あ
っ
た

そ
の
他

1

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示



問
２
－

６
実

際
に
支

援
を
行

っ
た
内

容
に
つ
い
て
具

体
的

に
教

え
て
く
だ
さ
い

支
援

先
実

施
数

量

※
支

援
し
た
業

務
内

容
：
町

内
の

片
付

け
ご
み

収
集

、
し
尿

収
集

、
可

燃
物

処
理

（
焼

却
）
等

（
処

理
業

務
を
支

援
さ
れ

た
場

合
は

、
種

類
別

に
記

載
を
お
願

い
し
ま
す
）

実
施

数
量

：
数

量
と
し
て
計

上
で
き
る
も
の

が
あ
れ

ば
ご
記

入
く
だ
さ
い

問
２
－

７
支

援
す
る
根

拠
と
な
っ
た
協

定
が

あ
り
ま
し
た
ら
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
３

平
成

3
0
年

北
海

道
胆

振
東

部
地

震
に
お
け
る
災

害
廃

棄
物

処
理

支
援

業
務

の
振

り
返

り
（
自

由
記

述
）

問
３
－

１
よ
か

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
対

応
で
き
た
こ
と
等

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

問
３
－

２
悩

ん
だ
こ
と
、
困

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
い
か

な
か

っ
た
こ
と
等

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

問
３
－

３
受

援
側

に
対

す
る
要

望
事

項
等

（
）
に
つ
い
て

期
間

支
援

し
た
業

務
内

容

災
害

廃
棄

物
処

理
業

務
等

の
支

援
対

応
に
お
い
て
、
う
ま
く
対

応
で
き
た
こ
と
や

悩
ん
だ
こ
と
、
困

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
い

か
な
か

っ
た
こ
と
等

を
ご
記

入
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受

援
自

治
体

に
対

す
る
要

望
事

項
等

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
記

入
く

だ
さ
い
。

※
問

３
－

１
～

問
３
－

３
の

「
（

）
に
つ
い
て
」
の

例
「
初

動
対

応
に
つ
い
て
」
、
「
廃

棄
物

処
理

に
つ
い
て
」
、
「
連

絡
体

制
に
つ
い
て
」
、
「
支

援
要

請
に
つ
い
て
」
、
「
協

定
に

つ
い
て
」
な
ど

協
定

先
協

定
名

称
内

容

2

（
）
に
つ
い
て

問
３
－

４
国

や
道

へ
の

要
望

事
項

等
（
調

整
方

法
等

）

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

問
３
－

５
そ
の

他

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

※
必

要
に
応

じ
て
行

数
を
増

や
し
て
い
た
だ
い
て
か

ま
い
ま
せ

ん
。

質
問

は
以

上
で
す
。

ご
協

力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

3



自
治
体
名

御
担
当
部
署

御
担
当
者
様
氏
名

役
職

連
絡
先
電
話
番
号

ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄﾞ
ﾚ
ｽ

③
道
庁
用

本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
環
境
省
北
海
道
地
方
環
境
事
務
所
よ
り
受
注
し
て

応
用
地
質
株
式
会
社
が
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
・
御
回
答
送
信
先
：

応
用
地
質
株
式
会
社

地
球
環
境
事
業
部

担
当
：

亀
井
・
佐
々
木

電
話
番
号
：
０
２
９
－
８
５
１
－
６
９
４
６
、
０
８
０
－
６
８
４
２
－
５
４
９
９
（
亀
井
）

０
１
１
－
２
０
０
－
９
５
２
２
（
佐
々
木
）

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：
ka
m
e
i-
c
h
ia
ki
@
o
yo
n
e
t.
o
yo
.c
o
.jp
（
亀
井
）

sa
sa
ki
-
to
m
o
ko
@
o
yo
n
e
t.
o
yo
.c
o
.jp
（
佐
々
木
）

（
本
件

に
係

る
環
境
省

の
お
問
い
合
わ
せ
先

）
：

環
境
省

北
海
道
地

方
環
境
事

務
所

資
源
循
環
課

担
当
：

伊
東

電
話
番
号
：

０
１
１
－
２
９
９
－
３
７
３
８

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：
C
H
IH
A
R
U
_I
T
O
@
e
n
v.
go
.jp

平
成

3
0
年

北
海

道
胆

振
東

部
地

震
の
災

害
廃

棄
物

処
理

に
係

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査

平
成

3
0
年
北

海
道

胆
振

東
部

地
震
に

よ
り

生
じ

た
災

害
廃

棄
物

処
理

に
係

る
知

見
・

教
訓

等
を

今
後
の

災
害
対

策
の

検
討

に
資

す
る

た
め

記
録
誌

と
し

て
取

り
ま

と
め

る
た

め
、

貴
自

治
体

で
の

対
応

等
を

参
考
と

さ
せ
て

い
た

だ
き

た
く

、
本

ア
ン

ケ
ー
ト

に
御

協
力

頂
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

皆
さ

ま
に

お
か

れ
ま

し
て

は
、

平
成
3
0
年

度
及

び
令

和
元

年
度

に
も

ご
協

力
い

た
だ

い
て

お
り

、
繰
り

返
し
の

お
願

い
と

な
り

、
大

変
申

し
訳
あ

り
ま

せ
ん

。
よ

り
具

体
的

な
情

報
を

収
集

さ
せ

て
い

た
だ

く
こ
と

で
、

今
後

起
こ

り
得

る
災

害
へ

の
備
え

と
な

る
よ

う
な

、
わ

か
り

や
す

い
記

録
誌

と
な

る
よ

う
、

尽
力
い

た
し
ま

す
。

お
忙

し
い
と

こ
ろ

恐
れ

い
り

ま
す
が

、
回

答
は

９
月

２
５

日
（

金
）

ま
で

に
、

メ
ー

ル
添

付
で

返
信

く
だ

さ
い

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す
。

 
 

災
害

廃
棄

物
処

理
に

関
す

る
質

問
事

項
に

つ
い

て
、

具
体

的
内

容
を

記
載

又
は

、
該

当
す

る
項

目
に

☑
チ
ェ
ッ
ク
し
て
ご
回

答
下

さ
い
。

以
下

の
内

容
に
関

す
る
資

料
を
お
持

ち
で
し
た
ら
ご
提

供
下

さ
い
。
資

料
を
ご
提

供
頂

け
ま
し
た
ら
記

載
欄

を
設

け
て
い
る
項

目
に
つ

い
て
は

ご
記

入
は

不
要

で
す
。

問
１

平
成

3
0
年

北
海

道
胆

振
東

部
地

震
の

被
害

状
況

に
つ
い
て

※
全

道
の

被
害

に
つ
い
て
記

載
を
お
願

い
し
ま
す
。

書
き
き
れ

な
い
場

合
等

に
つ
い
て
は

、
被

害
状

況
に
つ
い
て
取

り
ま
と
め
ら
れ

た
資

料
の

ご
提

供
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

農
林

関
係

の
被

害
区

分
被

害
数

被
害

額

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の

被
害

区
分

被
害

数

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

被
害

問
２

災
害

廃
棄

物
関

連
業

務
の

体
制

に
つ
い
て

問
２
－

１
平

時
に
お
い
て
廃

棄
物

行
政

に
携

わ
っ
て
い
る
職

員
数

名

施
設

名
被

害
状

況
・
復

旧
経

緯

被
害

状
況

・
復

旧
経

緯

電
気

水
道

下
水

道

主
な
被

害

農
業

関
係

林
野

関
係

河
川

ガ
ス

通
信

道
路

鉄
道

＜
ご
提

供
依

頼
資

料
一
覧

＞

・平
成

30
年

北
海

道
胆
振

東
部
地
震
の

被
害
状

況

・仮
置

場
設

置
状

況

・災
害

廃
棄

物
処

理
実
行

計
画

・災
害

廃
棄

物
の

処
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

・種
類

別
搬

入
出

量
、
資
源

化
量
、
最
終

処
分

量
等
の

内
容
が

分
か

る
処

理
フ
ロ
ー
図

1
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Administrator
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Administrator
ハイライト表示

Administrator
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Administrator
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Administrator
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Administrator
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Administrator
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Administrator
ハイライト表示



問
２
－

２
問

２
－

１
（
平

時
の

職
員

数
）
の

う
ち
、
平

時
か

ら
検

討
さ
れ

て
い
る
災

害
時

の
災

害
廃

棄
物

担
当

の
職

員
数

名

問
２
－

３
発

災
後

の
災

害
廃

棄
物

処
理

担
当

の
体

制
と
役

割
（

）
係

役
割

名

（
）
係

役
割

名

（
）
係

役
割

名

問
２
－

４

※
部

局
名

の
例

：
防

災
系

部
局

、
建

設
系

部
局

、
水

道
系

部
局

、
総

務
系

部
局

、
財

務
系

部
局

、
福

祉
系

部
局

等

問
２
－

５
応

援
職

員
の

要
請

問
２
－

６
災

害
廃

棄
物

処
理

担
当

課
へ

の
内

部
（
庁

内
他

部
局

）
か

ら
の

応
援

職
員

の
受

入
実

績
（
臨

時
採

用
職

員
を
含

む
）

人
数

期
間

職
種

※
派

遣
元

：
庁

内
●

●
部

●
●

課
等

期
間

：
●

か
月

間
又

は
●

週
間

な
ど

職
種

：
技

術
系

職
員

、
事

務
系

職
員

、
現

場
職

員
等

従
事

業
務

、
支

援
業

務
：
問

３
－

３
で
記

載
し
た
役

割
な
ど

問
２
－

７
災

害
廃

棄
物

処
理

担
当

課
へ

の
外

部
（
他

自
治

体
、
環

境
省

等
）
か

ら
の

応
援

職
員

の
受

入
実

績

人
数

期
間

職
種

※
派

遣
元

：
●

●
市

●
●

部
●

●
課

等
期

間
：
●

か
月

間
又

は
●

週
間

な
ど

職
種

：
技

術
系

職
員

、
事

務
系

職
員

、
現

場
職

員
等

従
事

業
務

、
支

援
業

務
：
問

２
－

３
で
記

載
し
た
役

割
な
ど

問
３

災
害

廃
棄

物
発

生
量

に
つ
い
て

問
３
－

１
被

災
自

治
体

よ
り
事

務
委

託
の

要
請

は
あ
っ
た
か

→
「
要

請
が

あ
っ
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

３
－

２
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

従
事

業
務

／
支

援
業

務
派

遣
元

災
害

対
策

本
部

○
○

系
部

局

○
○

系
部

局

○
○

系
部

局

○
○

系
部

局

連
携

内
容

や
生

じ
た
課

題

災
害

廃
棄

物
処

理
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
、
災

害
対

策
本

部
や

他
の

部
局

と
連

携
を
要

し
た
内

容
や

連
携

を
図

る
際

に
生

じ
た
課

題
連

携
先

派
遣

元
従

事
業

務
／

支
援

業
務

応
援

職
員
を
要
請

し
た

事
務

委
託
の
要
請
が
あ
っ
た

事
務

委
託
の
要
請
は
な
か
っ
た

応
援

職
員
を
要
請

し
な
か
っ
た

2

問
３
－

２
（
問

３
－

１
で
「
要

請
が

あ
っ
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

事
務

委
託

の
内

容

要
請

元

事
務

委
託

の
範

囲

要
請

元

事
務

委
託

の
範

囲

問
３
－

３
一

般
廃

棄
物

処
理

（
生

活
ご
み

、
避

難
所

ご
み

、
し
尿

等
）
に
関

す
る
市

町
村

へ
協

力
・
支

援
内

容

支
援

先

支
援

内
容

支
援

先

支
援

内
容

問
３
－

４
仮

置
場

の
設

置
等

に
関

す
る
市

町
村

へ
の

協
力

・
支

援
内

容
支

援
先

支
援

内
容

支
援

先

支
援

内
容

（
例

）
公

有
地

を
仮

置
場

と
し
て
使

用
し
た

問
３
－

５
そ
の

他
、
災

害
廃

棄
物

処
理

に
関

す
る
市

町
村

へ
協

力
・
支

援
内

容
支

援
先

支
援

内
容

支
援

先

支
援

内
容

問
３
－

６
災

害
廃

棄
物

処
理

に
関

す
る
国

や
他

都
府

県
へ

の
要

請
内

容

要
請

先

要
請

内
容

要
請

先

要
請

内
容

3



問
３
－

７
災

害
廃

棄
物

に
関

す
る
災

害
協

定
に
基

づ
き
、
協

定
締

結
先

へ
支

援
を
要

請
し
た
か

→
「
要

請
し
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

３
－

８
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
３
－

８
（
問

３
－

７
で
「
要

請
し
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

要
請

し
た
協

定
内

容

問
３
－

９

要
請

先

要
請

内
容

要
請

先

要
請

内
容

問
３
－

１
０

災
害

廃
棄

物
処

理
に
関

し
て
、
自

衛
隊

・
警

察
・
消

防
と
連

携
を
行

っ
て
対

応
し
た
事

項

問
３
－

１
１

災
害

廃
棄

物
処

理
に
関

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

受
入

に
つ
い
て

→
「
行

っ
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
問

３
－

１
２
に
つ
い
て
も
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
３
－

１
２

（
問

３
－

１
１
で
「
行

っ
た
」
を
選

ん
だ
場

合
の

み
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
）

災
害

廃
棄

物
処

理
に
関

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

作
業

内
容

問
４

災
害

廃
棄

物
発

生
量

に
つ
い
て

問
４
－

１
災

害
廃

棄
物

発
生

量
の

推
計

値
（
第

一
報

）
及

び
そ
の

推
計

方
法

推
計

値
（
第

一
報

）
ト
ン

推
計

時
期

（
第

一
報

）
（
例

）
発

災
後

2
週

間
以

内

問
３
－

６
、
問

３
－

８
で
回

答
し
た
要

請
先

以
外

で
、
市

町
村

の
災

害
廃

棄
物

処
理

の
支

援
に
お
い
て
協

力
を
要

請
し

て
い
る
場

合
は

、
ご
回

答
く
だ
さ
い
。
（
民

間
事

業
者

や
関

係
機

関
等

）

協
定

先
協

定
名

称
要

請
内

容

道
路

啓
開
に
関
す
る
こ
と

被
災

家
屋
の
が
れ
き
撤
去
に
関

す
る
こ
と

仮
置

場
の
確
保
・
開

設
に
関
す
る
こ
と

思
い
出

の
品
等
に
関
す
る
こ
と

行
っ
た

行
わ
な
か
っ
た

仮
置

場
で
の
分
別
作

業

思
い
出

の
品
の
回
収
作

業

そ
の
他

協
定
締

結
先
へ
支
援

を
要
請
し
た

協
定
締

結
先
へ
支
援

を
要
請
し
な
か
っ
た

そ
の
他

片
付

け
ご
み
の
撤

去
に
関
す
る
こ
と

片
付

け
ご
み
の
撤

去
に
関
す
る
作
業

災
害

対
策
本
部

等
で
集
計
さ
れ
た
具

体
的
な
被
災

棟
数
に
原
単

位
を
乗
じ
て
推
計

現
地

調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
か
ら
大
よ
そ
の
被
災

棟
数
を
想

定
し
、
原
単
位
を
乗
じ
て
推
計

衛
星

画
像
、
航
空
写
真

等
か
ら
被

災
範
囲
を
想

定
し
、
原
単
位
を
乗
じ
て
推
計

そ
の
他

4

問
４
－

２
そ
の

後
の

発
生

量
見

直
し
の

時
期

・
変

更
後

の
値

（
１
回

目
）

（
２
回

目
）

（
３
回

目
）

（
そ
れ

以
降

）

問
４
－

３
問

４
－

２
に
お
け
る
発

生
量

見
直

し
の

方
法

問
４
－

４
災

害
廃

棄
物

の
処

理
完

了
見

込
み

時
期

※
処

理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

等
の

内
容

が
分

か
る
資

料
が

あ
れ

ば
、
ご
提

供
下

さ
い
。

令
和

年
月

日

問
５

災
害

廃
棄

物
処

理
計

画
お
よ
び
災

害
廃

棄
物

処
理

実
行

計
画

に
つ
い
て

問
５
－

１
災

害
廃

棄
物

処
理

計
画

に
基

づ
き
、
災

害
廃

棄
物

の
処

理
等

を
進

め
る
こ
と
が

で
き
た
か

。

→
「
で
き
な
か

っ
た
」
を
選

択
し
た
場

合
は

、
そ
の

内
容

に
つ
い
て
下

記
に
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
５
－

２
今

回
の

経
験

か
ら
得

ら
れ

た
災

害
廃

棄
物

処
理

計
画

を
策

定
す
る
際

の
重

要
項

目
・
留

意
事

項
は

何
か

。

問
５
－

３
今

回
の

経
験

か
ら
得

ら
れ

た
災

害
廃

棄
物

処
理

実
行

計
画

を
作

成
す
る
際

の
重

要
項

目
・
留

意
事

項
は

何
か

。

問
５
－

４
災

害
廃

棄
物

処
理

実
行

計
画

の
作

成
時

期
及

び
改

訂
に
つ
い
て

回
数

年
・
月

・
日

第
1
版

第
2
版

第
3
版

変
更

後
の

値
（
t）

見
直

し
た
年

・
月

（
例

）
発

災
後

に
仮

置
場

を
探

す
の

は
困

難
な
た
め
、
事

前
に
仮

置
場

を
リ
ス
ト
化

し
て
お
く
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

（
例

）
処

理
量

を
正

確
に
把

握
す
る
こ
と
は

困
難

で
あ
る
た
め
、
発

災
当

初
に
精

度
良

く
推

計
を
行

う
こ
と
よ
り
も
、
実

際
の

処
理

済
み

量
等

を
反

映
し
な
が

ら
必

要
に
応

じ
て
見

直
し
作

業
を
行

う
こ
と
が

有
効

で
あ
る
。

主
な
変

更
点

－

被
災

棟
数
や
家
屋
の
解

体
棟
数
の
更

新
に
伴
っ
て
見
直
し

衛
星

画
像
、
航
空
写
真

等
の
更
新
情

報
を
基
に
見

直
し

そ
の
他

仮
置

場
の
搬
入
量

か
ら
見
直
し

で
き
た

で
き
な
か
っ
た

5



問
５
－

５
処

理
計

画
（
発

災
前

）
と
実

行
計

画
（
発

災
後

）
の

共
通

す
る
項

目
で
方

針
を
変

更
し
た
点

が
あ
れ

ば
、
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

項
目

項
目

項
目

※
必

要
に
応

じ
て
行

数
を
増

や
し
て
く
だ
さ
い
。

問
６

平
成

3
0
年

北
海

道
胆

振
東

部
地

震
に
お
け
る
災

害
廃

棄
物

処
理

業
務

の
振

り
返

り
（
自

由
記

述
）

問
６
－

１
よ
か

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
対

応
で
き
た
こ
と
等

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

問
６
－

２
悩

ん
だ
こ
と
、
困

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
い
か

な
か

っ
た
こ
と
等

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

災
害

廃
棄

物
処

理
業

務
等

の
対

応
に
お
い
て
、
う
ま
く
対

応
で
き
た
こ
と
や

悩
ん
だ
こ
と
、
困

っ
た
こ
と
、
う
ま
く
い
か

な
か

っ
た
こ
と
等

を
ご
記

入
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
国

や
道

等
の

支
援

者
に
対

す
る
要

望
事

項
等

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
問

６
－

１
～

問
６
－

３
の

「
（

）
に
つ
い
て
」
の

例
「
初

動
対

応
に
つ
い
て
」
、
「
廃

棄
物

処
理

に
つ
い
て
」
、
「
関

係
部

局
と
の

連
携

に
つ
い
て
」
、
「
国

や
道

か
ら
の

助
言

・
支

援
に
つ
い
て
」
、
「
支

援
者

の
受

入
れ

に
つ
い
て
」
、
「
被

災
家

屋
の

撤
去

に
つ
い
て
」
、
「
仮

置
場

の
設

置
に
つ
い

て
」
、
「
補

助
金

申
請

に
つ
い
て
」
な
ど

（
例

）
対

象
と
す
る
災

害
廃

棄
物

の
範

囲

変
更

し
た
点

（
例

）
農

地
に
漂

着
し
た
ご
み

を
災

害
廃

棄
物

と
し
て
仮

置
場

で
受

け
入

れ
処

理
を
実

施
し
た

変
更

し
た
点

変
更

し
た
点

6

問
６
－

３
国

や
道

等
の

支
援

者
に
対

す
る
要

望
事

項
等

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

（
）
に
つ
い
て

※
必

要
に
応

じ
て
行

数
を
増

や
し
て
い
た
だ
い
て
か

ま
い
ま
せ

ん
。

質
問

は
以

上
で
す
。

ご
協

力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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